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宣 言 
 

人を生かす経営の実践で幸せの見える共生社会の実現を！ 
 

私たちは 10月 17～18日の二日間、「人が輝くから企業が輝く、地域が輝く！」をメインテーマに、 

第 20回障害者問題全国交流会を滋賀の地で開催しました。 

「この子らを世の光に」という｢障害児者福祉の父｣と呼ばれた故糸賀一雄氏が遺した思想や、誰もが

埋もれることがない社会の創造を目指した糸賀氏の足跡に学びました。1 日目の６つの分科会の学びを

持ち寄り、全体会で「真の共生社会の実現を目指して」をテーマに討議を深め、国民や地域とともに歩

む中小企業として、「人を生かす経営」の実践が「幸せの見える共生社会」の実現につながるとの共通

認識を得ました。 

共生社会とは、誰かにとってよい社会ではなく、すべての人とってよい社会です。その実現のために

は社会的に不利な状況にある人たちの諸問題を捉え、状況を理解し、障害や障壁を取り除く絶え間ない

努力をすることが必要です。そして、誰もが個々の｢幸せ｣に向けチャレンジし、その幸せを共有できる

環境を創造することは、経済を牽引する力であり社会の主役である中小企業の大きな使命とも言えます。 

 

中小企業家同友会全国協議会は、本年設立 50 周年を迎えました。障害者問題委員会は、国際連合が

1981年に国際障害者年を位置づけるのに先立ち、各同友会では障害者を取り巻く諸問題の解決に取り組

み、1982年に中同協で障害者問題委員会を設立し、当初から共生社会の実現をめざしてきました。 

障害者問題全国交流会は 1983 年に第１回を滋賀で開催し、優れた経験を交流し教訓を積み重ね、第

20回の節目に再びこの滋賀の地に集いました。この会場は 2002年に「21世紀におけるアジア太平洋地

域の障害者のためのインクルーシブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく社会の促進」という目標を

推進する｢びわこミレニアム・フレームワーク｣という第二次「アジア太平洋障害者の十年」推進のため

の政策文書が採択された会場であり、ここに集うということは歴史的にも意味があると言えます。 

 

また、2015 年に国連では「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」として「持続可能な開発目標

（SDGｓ）」を採択しました。SDGｓは「誰一人取り残さない（no one will be left behind）」ことを基

本理念としています。世界の潮流からも運動のより一層の推進が求められています。 

中同協では「同友会運動の将来展望（10年ビジョン）」を発表しました。「同友会理念を会内外に広め、

すべての人々がその持てる能力を発揮できる社会環境をつくるため、諸課題の解決に向けて世界的な視

野と視座で考え、地域に立脚して取り組むことをここに表明する」とあります。 

このように私たちの運動は、「人を生かす経営」の根幹をなし同友会運動の真髄であるとの誇りのも

と、人を生かす経営を実践し、地域に広げるとともに、世界にも発信していく必要があります。私たち

中小企業家は、「幸せの見える共生社会」の実現を見据え、絶え間ない実践を続けることを誓い、本交

流会の宣言とします。 
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